
子どもが持っている代表
的な４つの権利、キミは
いくつ知っているかな？ 答えは裏だよ

Q クイズ！

いわき市役所

児童虐待相談窓口
いわき市こどもの権利相談室

じ　どうぎゃくたい そう だん まど ぐち

あなたの学校

（0246-　　 -　　　　）
学校

0246-22-7457

0246-54-2111

0246-63-2111

0246-43-2111

0246-27-8691

0246-32-2114

0246-83-1329

0246-27-8563

各地区保健福祉センター 電話番号

○平

○小名浜

○勿来・田人

○常磐・遠野

○内郷・好間・三和

○四倉・久之浜大久

○小川・川前

なこそ　　た びと

じょうばん　とお の

うちごう　よし　ま　 み　わ

よつくら　ひさ の　はまおおひさ

でん わ ばんごう

お がわ　かわまえ

こども家庭課
か てい か

その他の電話相談先
児童相談所虐待対応ダイヤル
189 （いちはやく）

受付時間▶月～金　午前８時30分～午後５時）
うけつけ じ　かん げつ　　きん　　　ご ぜん　　 じ　　　　ぷん　　　ご　ご　　 じ

かく ち　く　ほ けんふく し

学校の先生など、あなたを

心配してくれる大人に話して

みましょう。もし、話せる人が

いないときは相談窓口へ電話

をするか右のQRコードを読み

取って、LINEやメールで相談

してください。

がっ こう せん せい

しんぱい おとな はな

はな ひと

でん わ

みぎ

と らいん

そうだんまどぐち

そうだん

よ

あなたの気持ちを話すことは、
こわいことでも、はずかしい
ことでもありません。

あなたが安心して話せる人へ

話してみましょう。

お話し（相談）をしたいけど、

誰にどのように話しをすれば
よいのでしょうか。

お　な はま

たいら

でん　わ　そう だん さき

じ　どう そう だん じょぎゃくたい たい おう

き も

あんしん

はな

はな

はな

ひと

はな そうだん

だれ はな

親子のための

LINE相談
QRコード

おや こ

らいん　そうだん

し けん　り　そう だん しつ あなたがもつ
大切な権利
たい せつ

～児童虐待ってなんだろう～
じ どうぎゃくたい

けん　り

けん り

こた

だいひょう

てき

こ も

し

た

こどもの権利

相談室
QRコード

けんり

そうだんしつ

うら

※通話料無料、夜間・休日はオペレーターが案内します
つうわりょうむりょう やかん きゅうじつ あんない



体罰 は
法律で 禁止

たい　ばつ

ほう　りつ きん　 し

・言葉の暴力

・きょうだい間の差別

・無視をする

・目の前で家族に対して暴力をふるう

・性器などをさわろうとする

・子どもに性行為を求める

・わいせつな映像等を見せる

・性的な写真の被写体にする

専門家や学者が調べたところ、

身体や心の成長や発達に悪い影響が出てしまう

ことが科学的にわかっています。

性的虐待 心理的虐待
しん　り　てき ぎゃくたいせい てき ぎゃくたい

児童虐待 とは?
じ　どうぎゃく たい

～こんなことされてい ませんか?～

虐待を受け続けると…

A 答え
こた

子どもが持っている4つの権利
こ も けん り

たたかれない。
ひどいことを
言われない。

元気に・健康に
毎日をすごして
成長する。

保護者の人から
育てられる。
大人の人から
守ってもらえる。

・殴る、蹴る、叩く

・やけどを負わせる

・溺れさせる、首を絞める

・どこかにとじこめられる

身体的虐待
しん たい てき ぎゃくたい

なぐ け たた

お

おぼ くび し

せい き

せい こう い もとこ

えい ぞうとう み

こと　ば ぼうりょく

かん さ べつ

せいてき しゃ しん ひ　しゃたい

む　し

め まえ か　ぞく たい

せんもん か

ぼうりょく

・病院につれていかない

・食事を与えない

・置き去りにする

・ひどく不潔にする

ネグレクト
びょういん

しょく じ あた

お ざ

ふ　けつ

ぎゃくたい う つづ

もしも、あなたやあなたの家族・おとも

だちがこんなことをされていたら、けっ

して、自分ひとりで抱え込んだりしないで

信頼できる大人に相談してください。

かか

か ぞく

しんらい おとな そう だん

じぶん こ

がくしゃ しら

からだ こころ せいちょう はっ たつ わる でえいきょう

か がくてき

い

ほ　ご しゃ ひと

おとな ひと

そだ

まも

げん き

自分の意見を言う。

話を聞いてもらえる。

じ ぶん い けん い

はなし き

子どもたちが生きるうえで当たり前に
約束されていることです。
誰もこの約束をやぶったり、無理に嫌
なことをさせることはできません。

こ

やくそく

やくそく

あ まえい

だれ む　り いや

けん こう

まい にち

せいちょう

子どもの権利
こ けん　り


